
 

【大項目毎の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題】 

館林信用金庫
１７年４月～１８年９月の進捗状況 

 

大項目 

 
１8 年 4月～18 年 9 月の

進捗状況 

18 年 9 月までの進捗状況に対する

分析・評価及び今後の課題（18 年

9 月までの成果、今後の課題に対す

る対応方針等を含む） 

①事業再

生・中小企

業金融の

円滑化 

 

・創業、新事業支援機能
等の強化 

 
・取引先企業に対する経
営相談、支援機能の強
化 

・事業再生に向けた積極
的取組み 
プリパッケージ型事業
再生、私的ガイドライン
に適用される企業はあ
りませんでした。 
・担保、保証に過度に依
存しない融資の推進CF
の手法又売債担保融資
制度については、概ね
順調に進捗していま
す。 

・顧客への説明態勢の整
備、相談苦情処理機能
の強化 

「与信取引に関する顧客
への説明態勢に係る規
則」（案）を作成 

・人材の育成 
 全信協、群信協主催の
各種講座に 16 名参加
しました。 

・18 年度上期新規開業資
金15件423百万円の取
扱が出来ました。 

・18 年 6 月講演会を実施
し 35 名の参加があり
ました。 

・プリパッケージ型事業
再生、私的ガイドライ
ンに適用される企業は
ありませんでした。 

・企業信用格付（SSC）に
おいては、整合性 74%、
当格付の信頼性の検証
を行い融資審査に活用
しまた、設備資金 12 億
円に対し、シンジケー
トローンにて対応しま
した。 

・自己査定、SSC、SDB を
利用して格付ランク別
一般貸出プライシング
ガイドラインを作成し
た。         

・「与信取引に関する顧客
への説明態勢に係る規
則」を作成し信用金庫
取引約定書他、関連書
類を整備し18年5月に
制定しました。    

・18 年 4 月～9月までに、
群信協主催、全信協主
催の各種講座に 6 名派
遣済みである。 

・17 年度新規開業支援資金 10 件
365 百万円、18 年度上期新規開
業支援資金15件 423百万円の取
扱ができ地域住民、中小企業の
発展に貢献でき今後も更なる支
援体制作りを行い積極的に推進
したい。 

 
・今後も企業再生の各種手法の研
修を行い、中小企業再生支援協
議会との情報交換を行い、情報
収集に努めたい。 

・各支店長は 20 百万円以上の融資
先へつき 1 回のペースにて訪問
し、経営者とのコミュニケーシ
ョンを図り実態把握に努め、
「目利き力」を活かした融資推
進を継続していきたい。 

・企業格付を本格導入できるよう
信頼性、整合性をさらに高め融
資審査に活用したい。 

・17 年度の実施スケジュールどお
り、各種研修に派遣しました。

・予定したとおり、群信協講座、
全信協講座に派遣しており年間
の計画どおり推移している。今
後も、各種講座に派遣し、人材
育成を図っていく方針です。 

・企業信用格付の勉強会を継続的
行う。 

・企業信用格付（SSC）の精度をあ
げ、SDB の顧客データ（個人事業
主）を充実させ、融資審査のス
ピードアップ、融資商品の開発
を行いたい。 

②経営力

の強化 

・リスク管理態勢の充実
17年 9月有価証券のリ
スクリミットを設定し
ました。 
銀行勘定主体のリスク
量算出は現状システム
でよいか見極めを実施
しました。 
・収益管理態勢の整備と
収益力の向上 

・17 年 9 月店別独立採算
制度取扱を制定しまし
た。 

・ガバナンスの強化 
17 年 8 月、11 月ディス
クロージャー誌による
情報開示しました。ま

・共同事務センターＡＬ
Ｍシステム導入手続き
をしました。 

・各店舗が自店の経営効
率、資金効率等を把握
することによる業績の
向上、原価意識の高揚
等を図りました。 

・18 年 8 月ディスクロー
ジャー誌により情報開
示しました。 

・役職員全員を対象に反
社会的勢力に関する対
応についてビデオ研修
を実施した。 

・インターネットバンキ
ングにおける為替振込

・信金中金及び有価証券管理委託
先の野村ボンドミス等からの情
報入手により対応していきた
い。 

・共同事務センターＡＬＭシステ
ムによるリスク管理の高度化を
図る。 

・収益管理態勢の定着を目的とし
各店舗の業績向上や原価意識の
高揚を図る。 

・資金運用利回りが平均より低く
収益性を意識した運用を図ると
ともにリスク管理の高度化を図
る。 

・予定どおり、ディスクロージャ
ー誌により情報開示し、総代会
において、総代以外の会員の意

（別紙様式１）



た、総代会において総代
以外の会員の意見を収
集し、総代会にて発表を
行いました。 
・コンプライアンス態勢
の強化 
個人情報保護に関する
諸規（10 項目）の整備
と説明会を行った。 
・役員及び各部店長を対
象としコンプライアン
ス研修を実施した。 

・IT の戦略的活用 
インターネットバンキ
ングおける為替振込は、
総合振込及び給与振込
ともに良好に推移しま
した 
・協同組織金融機関の機
能強化 
17 年 9 月信金中金より
「経営効率分析表」を受
領しました。 
18 年 3 月投信窓販業務
についての情報の提供
を受けました。 

は、総合振込及び給与
振込ともに良好に推移
しました。 

・統合リスク管理に対応
するための信金中金新
ＡＬＭシステムについ
ての情報提供を受けま
した。 

 
 
 

見の発表を行いました。さらに
総代会機能向上のために検討し
ていきます。 

・コンプライアンス強化のため信
金中金を講師とした外部研修を
平成 18 年 1 月に実施予定。 

・インターネットバンキングの取
引先数は法人 38 先、個人 20 先
です。平成 18 年 5 月 15 日より
インターネットバンキング（法
人・個人）に「ペイジー」を結
合させ利便性向上を図った。当
面の目標を法人 50 先、個人 30
先確保を推進したい。 

 

③地域の

利用者の

利便性向

上 

・地域貢献等に関する情
報開示 
小口多数主義の原則に
より地域小口資金を中
心とした制度融資を推
進しました。 
・地域の利用者の満足度
を重視した金融機関経
営の確立 

・ 地域再生推進のため
の各種施策との連携 

 
 
 

・18 年上期小口資金 35
件 228 百万円の取扱が
出来ました。また、新
型住宅ローン 3 商品を
発売しました。 

・アゼリアモール出張所
における上期の推進状
況は住宅ローン相談18
件中4件70百万円取扱
個人ローン 12 件 12 百
万円、年金獲得 2 件、
個人向け国債 8 百万円
の取扱がありました。

 

・17 年、18 年度も地域貢献を主力
とし小口多数主義の原則による
地域開発また地域再生推進のた
め、地元商工会議所、市・町・
村と連携を強化し商品の売込み
を図ったが提携商品は取扱なく
今後更なる推進を図りたい。 

・年中無休（アゼリアモール出張
所）のＰＲ活動が順調で住宅ロ
ーン相談が大幅に増えた。また、
板倉ニュータウン出張所の土・
日営業に伴いハウジングメーカ
ーより住宅ローンに関する情報
も増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年４月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

１. 事業再生・中小企業金融の円滑化 

（１）創業・新事業支援機能等の強化 

  ①融資審査態勢の強化等 

取組方針 

及び目標 

 融資審査態勢の強化のために本部及び営業店の融資担当者

を審査能力の向上を目的とする外部研修等に参加させ、企業の

将来性や成長性に着目する「目利き」による判断力を身につけ

たい。企業格付本格導入スタートの年にしたい。 

計画 

（目標設

定を含む） 
具体的 

取組策 

・営業店融資担当者（融資渉外担当者）の審査能力アップを目

的とする融資トレーニーを実施した。 

・企業信用格付をもとに融資審査のスピードアップ・標準化等

を図るために、格付作業を行っているが、2004 年度において

も自己査定と企業信用格付との整合性が低い。（54％）

2005 年度は 73.95％、整合性は向上した。今後は、不整合先

のチェックを行い、整合率 100 パーセントにしたい。 

17 年度上期 

・17 年 5 月 融資審査講座に 1名参加する。 

・17 年５月 融資渉外講座に 2名参加する。 

・17 年６月 目利き力養成講座に 3名参加する。 

・17 年７月 融資部トレーニー融資渉外係 1名にて実施する。

・17 年８月 融資部トレーニー融資渉外係２名にて２回実施す

る。 

・17 年９月 融資部トレーニー融資担当者 1名にて実施する。

・17 年９月 支店長講座に１名参加する。 

・17 年９月 財務講座に 3名参加する。 

下期 
・17 年 10 月 融資部トレーニー融資渉外係 2名にて実施する。

・17 年 11 月 融資係 1名、融資渉外係 2名にて３回実施する。

18 年度上期 

・18 年 5 月 融資渉外講座に 1名参加、総合リスク管理講座に

1名参加。 

・18 年 6 月 支店長講座に 1名参加する。 

・18 年 6 月 融資部トレーニー融資担当者 2名にて 2回実施す

る。 

・18 年 6 月 目利き力養成口座に 1名参加する。 

・18 年 8 月 融資部トレーニー融資担当者 2名にて 2回実施す

る。 

・18 年 8 月 第一回企業信用格付の勉強会を融資部が行う。 

・18 年 9 月 財務講座に 1名参加する。 

下期 

・18 年 10 月 目利き力養成講座に 1名参加予定。 

・18 年 10 月 第二回企業信用格付の勉強会を融資部が行う。

・18 年 11 月 融資部トレーニー2回実施予定。 

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・融資部トレーニーを継続的に実施する。 

・研修に積極的に参加する。 

推進態勢 
・総務部 

・融資部 



17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・外部研修、融資部トレーニーについては当初の計画通り行う

ことが出来ました。企業信用格付については、自己査定との

整合性（2005 年度）が 73.95%まで上昇した。 

 18年4月～18年9月の

進捗状況 

・外部研修、融資部トレーニーにより、審査能力は向上した。

・企業格付システム（SSC：しんきん情報システムセンター）、

SDB（信金中央金庫の中小企業リスクデータベース）を利用

し、格付ランク別一般貸出プライシングガイドラインを作 

成。 

18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針等を含

む） 

・融資審査態勢の強化は図れていると思われます。 

・企業格付の勉強会をこれからも継続的に行う。 

・企業格付（SSC）の精度を上げ、SDB への顧客データを充実さ

せ、融資審査のスピードアップ、融資商品の開発を行いたい。

添付資料  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

 館林信用金庫 

項目 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化 

 （１）創業・新事業支援機能等の強化 

   ②産学官の更なる連携強化等 

取組方針 

及び目標 

 新規立上げは個人による小規模なものが多いが、産学官と

のネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行との連携と

共に地元商工会議所・商工会と連携し市町村・群馬県・保証

協会の創業支援的融資を活用し支援する。 

「産業クラスターサポート会議」へも積極的に参加をする。

計画 

(目標設定を

含む） 

具体的 

取組策 

 新規事業者へは、地元商工会議所・商工会との連携、市町

村・群馬県・保証協会などの創業支援的な融資商品を活用し、

創業・新事業支援機能の強化に向けて積極的に取組む。 

群馬県が進める「１社１技術認定」への紹介も推進する。 

17 年度上期 
・地元商工会議所・商工会との連携強化により創業支援的な

制度融資活用による積極的な支援。 

下期 

・地元商工会議所との連携強化の一環で同会議所が提案して

いる同会議所会員向け事業資金「たてしんビジネスロー

ン」を制度化し提供する。 

18 年度上期 
・引き続き積極的推進。 

 

下期 
・引き続き積極的推進。 

 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・継続的に推進する。 

推進態勢 

・創業・新事業支援については、各制度融資活用により積極

的な推進活動を実施し、地域住民・中小零細企業の発展の

ため貢献していきたい。 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・17 年度新規開業に伴う開業資金融資は 10 件 365 百万円の

取扱をしました。 

・18 年度上期新規開業に伴う開業資金融資は 15 件 423 百万

円の取扱をしました。 

 

 

18 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・18 年度上期新規開業に伴う開業資金融資は 15 件 423 百万

円の取扱をしました。 

 

18年 9月までの進捗状況に 

対する分析・評価及び今後 

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・17 年、18 年度における新規開業支援先として医療機関、

老健施設、美容、飲食、製造業、流通団地と多業種にわた

り支援ができた。 

・17 年度は新規事業の立上げが少なかったが、18 年度に入

り増加傾向にあり新規事業見込者、地域住民に対し積極的

に推進していく方針です。 

添付書類  

備考  

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

         館林信用金庫 

項目 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化 

 （１）創業・新事業支援機能等の強化 

   ③地域におけるベンチャー企業向け業務に係る外部

機関等との連携強化等 

取組方針 

及び目標 

 個人による起業者が主体であるため、日本政策投資銀行、

中小企業金融公庫、商工組合金融公庫等との情報共有、協調

融資等はないが、創業支援的融資を活用し支援する。 

知的財産権担保融資やメザニン投融資等の活用はない。 

計画 

(目標設定を

含む） 
具体的 

取組策 

 地元商工会議所、商工会と連携し市町村・群馬県・保証協

会等の創業支援的な制度融資を積極的に活用する。 

17 年度上期 

・保証協会や群馬県の新規開業向け制度融資を積極的に活用

する為、保証協会発行１７年版パンフレットを営業店へ配

備した。 

下期 

・地元商工会議所会員向けに「たてしんビジネスローン」を

創設し、群馬県や館林市の起業家向け制度融資と共に活

用、支援する。 

18 年度上期 
・継続的な支援活動を行う。 

 

下期 
・継続的な支援活動を行う。 

 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・継続的な取組みの実施。 

推進態勢 
・業務推進部 

・融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・新事業支援対応として福祉医療機構と契約し取扱を開設し

た。 

 
18 年 4 月～18 年 9 月の

進捗状況 

・顧客の工場用地取得支援融資の手段として商工組合中央金

庫を含めた 3機関による協調融資を行った。 

・顧客の流通団地用地取得及び造成支援資金の手段として、

 東和銀行、アイオー信用金庫を含めた 3機関による協調 

 融資を行った。 

18年 9月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・福祉医療機構との取扱契約及び大型プロジェクトに対応す

 るため協調融資が実行でき創業支援的融資を活用した。 

・大規模流通団地造成に向け土地取得、倉庫建設資金等大型

 プロジェクトに対応するため協調融資が実行でき地元企 

業育成に貢献できた。  

添付書類  

備考  

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化 

 （２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

   ①取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

取組方針 

及び目標 

 継続的な支援活動として経営情報収集のため各業界に精

通した講師による講演会の開催などによりビジネス・マッチ

ング機能の強化も図る。 

 

 

計画 

(目標設定を

含む） 

具体的 

取組策 

多業種分野の専門的知識を有した経済人・産業人等による

経営情報提供を目的とした経営セミナー実施。 

ビジネス・マッチングを目的とした会員事業所見学会、会員

相互の交流会の実施。 

17 年度上期 

・継続的な経営情報提供を目的とした会員相互の交流会実

施。 

 

下期 
・継続的な経営セミナー・交流会の実施。 

 

18 年度上期 
・継続的な交流会の実施による会員相互間の情報収集推進を

図る。 

下期 
・継続的な経営セミナー・交流会の実施。 

 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・上記取組みを継続し、一層強化させていく方針。 

推進態勢 
・業務推進部 

 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・17 年 6 月、11 月に講演会、及び経営セミナーを実施し合

計 79 名の参加がありました。 

・18 年 2 月講演会を実施し 46 名の参加がありました。 

・18 年 6 月講演会を実施し 35 名の参加がありました。 

 
18 年 4 月～18 年 9 月 

  の進捗状況 

・18 年 6 月講演会を実施し 35 名の参加がありました。 

18年 9月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・17 年度は講演会、経営セミナーを 3回実施し 125 名の参加

 がありました。 

・18 年度は講演会 1回実施し 35 名の参加があり、会員相互

 間の情報交流会によりビジネスマッチングも強力に図ら

れた。継続的な交流会の実施による会員相互間の情報推進

 を一層強化させていく方針です。 

添付書類 
 

 

備考 
 

 

 

 



(別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

1. 事業再生・中小企業金融の円滑化 

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

  ②要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組も強化 

取組方針 

及び目標 

 融資担当者の審査能力や財務分析力、目利きの能力向上が図

れるように業界団体等の外部研修に参加させ、取引先企業に対

する経営相談や経営改善支援能力のさらなるアップを図る。 

計画 

（目標設

定を含む） 具体的 

取組策 

・群馬県信用金庫協会の融資審査管理講座、財務講座、目利き

力養成講座に参加する。 

・平成 17 年 2 月再生支援担当者 3 名を本部より営業店に配属

し、支援先企業の経営者と信頼関係を築き経営相談・再生支

援を強化する。 

・経営改善支援により「債務者区分」をアップさせることを重

要課題とし、支店長は「2,000 万円以上」の顧客を月一回の

ペースで訪問し、人と人との付き合いを深めながら当金庫の

トップ（支店長）と取引先トップとのコミュニケーションを

図る。 

17 年度上期 

・17 年 5 月融資審査管理講座に１名参加する。 

・17 年 6 月目利き力養成講座に 3名参加する。 

・17 年 9 月財務講座に 3名参加する。 

・17 年 7 月、8月、9月融資トレーニー4店舗・4名実施する。

・経営改善支援先 20 社を抽出して、営業店において、経営相

談・経営支援活動を開始し、半期毎に融資部にてフォローア

ップ。 

下期 

・17 年 10 月 11 月 融資部トレーニー4店舗・4名実施する。

・経営改善支援先 20 社、引続き営業店において、経営相談・

経営支援活動を行う。 

・関係する講座に参加する。 

18 年度上期 

・18 年 5 月 融資渉外講座に 1名参加、総合リスク管理に 1名

参加 

・18 年 6 月８月 融資部トレーニーを 2店舗・2名実施する。

・18 年 8 月 第一回企業信用格付の勉強会を行う。 

・18 年経営改善支援先 20 社を抽出して、営業店において、経

営相談・経営支援活動を開始し、半期毎に融資部にてフォロ

ーアップ。 

下期 

・18 年 10 月 目利き力養成講座に 1名参加する。 

・18 年 10 月 第二回企業信用格付の勉強会を行う。 

・18 年 11 月 融資部トレーニー2回実施予定。 

・経営改善支援先 20 社、引続き営業店において、経営相談・

経営支援活動を行う。 

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・同上 

 

推進態勢 
・融資部 



17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・外部研修・融資部トレーニーについては、当初の計画通り行

うことが出来ました。 

・経営支援活動においては、まだ、不十分であり成果は出てお

りません。 

 18年4月～18年9月の

進捗状況 

・18 年 6 月 経営再生支援対象企業（20 社）を抽出する。 

・18 年 9 月 融資部にて、（20 社）に対する取組み方針をまと

め、各営業店に連絡する。 

18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針等を含

む） 

・一定の審査能力や財務分析力が養われたものと思われるが、

しかし、中小企業支援に対するスキル・ノウハウが十分にあ

るとは言い難いのが現状である。 

・経営改善支援先 20 社に対する経営相談・経営支援の成果も

まだ不十分でありますが、18 年 3 月末現在で、3社ランクア

ップした。 

・現状、融資部のフォローも不十分であり今後は積極的に営業

店の指導をしていきたい。 

添付資料  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

1. 事業再生・中小企業金融の円滑化 

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

  ③健全債権化等の強化に関する実績の公表 

取組方針 

及び目標 

・要注意債権等の健全債権化のために今期も、要注意先を中

心に 20社を経営改善支援対象企業として経営改善等の指導

を行っていきたい。 

・支店長と取引先トップとのコミュニケーションを図りなが

ら実態把握に努め経営改善指導を推進する。 
計画 

（目標設

定を含む） 

具体的 

取組策 

・要注意債権等の健全債権化のために今期も、要注意先を中

心に 20社を経営改善支援対象企業として経営改善等の指導

を行っていきたい。 

・支店長と取引先トップとのコミュニケーションを図りなが

ら実態把握に努め経営改善指導を推進する。 

17 年度上期 

・融資審査管理講座に参加する。 

・「目利き力」養成講座に参加する。 

・経営改善支援対象企業 20 社に対し、営業店において経営相

談・経営支援の開始。 

下期 

・融資審査管理講座に参加する。 

・「目利き力」養成講座に参加する。 

・経営改善支援対象企業 20 社に対し、営業店において経営相

談・経営支援を継続的に行い、融資部にて営業店指導を行う。

18 年度上期 

・融資審査管理講座に参加する。 

・「目利き力」養成講座に参加する。 

・経営改善支援対象企業 20 社に対し、営業店において経営相

談・経営支援の開始。 

下期 

・融資審査管理講座に参加する。 

・「目利き力」養成講座に参加する。 

・経営改善支援対象企業 20 社に対し、営業店において経営相

談・経営支援を継続的に行い、融資部にて営業店指導を行う。

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・同上 

 

 

推進態勢 
・融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・業界団体の外部研修に本部、支店長、営業店の融資担当者

を参加させることができた。これにより、一定の審査能力

や財務分析力が養われ、取引先企業に対する経営相談や経

営改善支援の能力が年々向上しているものと思います。 

・17 年 9 月 9 日 融資部より「経営改善支援対象企業（20 先）

への取組み方針」を取りまとめ、各営業店に配布しました。

・18 年 3 月末現在で支援先のうち、3社がランクアップした。



 18 年 4 月～18 年 9 月  

の進捗状況 

・18 年 1 月 4 日 融資部より「経営改善支援対象企業（20 先）

に対する各営業店の進捗状況を取りまとめ、融資部による

所見を各営業店に配布し、再生支援のフォローを行なった 

・18 年 9 月に、新たに融資部より「経営改善支援対象企業（20

社）への取組み方針」を取りまとめ、各営業店に配布した。

18年9月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・各営業店の進捗状況より、ランクアップにはあまりつなが

らなかったが、資産の健全化、債務の圧縮等に成功した企

業は何社かあり、当金庫の経営相談・コンサルティング機

能が少しで活かせたと思われる。引き続き、再生支援に努

力したい。 

添付資料  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

1. 事業再生・中小企業金融の円滑化 

（３）事業再生に向けた積極的取組み 

  ①事業再生に向けた積極的取組 

取組方針 

及び目標 

企業再生の各種手法の習得をはかり、事案の発生に備える。 

計画 

（目標設

定を含む） 具体的 

取組策 

・企業再生の各種手法の勉強会を実施する。 

・該当先を見つけて前向きに対応していく。 

17 年度上期 

・融資トレーニー（5日間）の中で企業再生の各種手法につい

て勉強する。トレーニー終了後参加者が営業店で勉強会を

開く。 

・該当先を見つけて前向きに対応していく。 

・17 年 4 月 28 日中小企業再生支援協議会へ融資部より 1名参

加。 

・17 年 8 月 9 日中小企業再生支援協議会へ融資部より 1 名参

加。 

・17 年 8 月 26 日中小企業再生支援協議会へ融資部より 1名、

営業店次長 2名にて参加。（再生支援の勉強会） 

下期 

・融資トレーニー（5日間）の中で企業再生の各種手法につい

て勉強する。トレーニー終了後参加者が営業店で勉強会を開

く 

・該当先を見つけて前向きに対応していく。 

・18 年企業再生担当者情報連絡会（群信協）融資部より 1名、

営業店次長 1名にて参加。 

・群馬県産業支援機構と業務提携・協力に関する覚書を結ぶ。

18 年度上期 

・融資トレーニー（5日間）の中で企業再生の各種手法につい

て勉強する。トレーニー終了後参加者が営業店で勉強会を開

く 

・該当先を見つけて前向きに対応していく。 

・18 年 4 月 28 日中小企業再生支援協議会へ融資部より 1名参

加。 

・18 年 8 月 8 日中小企業再生支援協議会へ融資部より 1 名参

加。 

・18 年 8 月 29 日産業支援機構金融機関連携担当者会議へ融資

部より 1名参加。 

下期 

・融資トレーニー（5日間）の中で企業再生の各種手法につい

て勉強する。トレーニー終了後参加者が営業店で勉強会を開

く。 

・該当先を見つけて前向きに対応していく。 

・各種勉強会に参加する。 

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・同上 



推進態勢 
・ 融資部を中心に営業店の支店長・次長で推進していく。 

 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・プリパッケージ型事業再生（民事再生法等の活用）、私的ガ

イドラインに適用されるような企業はなかった。また、企

業再生ファンド等の取扱いもなかった。 

 

 18 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・プリパッケージ型事業再生（民事再生法等の活用）、私的ガ

イドラインに適用されるような企業はなかった。また、中

小企業再生支援協議会への持ち込み案件もなかった。 

 

18年9月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・プリパッケージ型事業再生、私的ガイドラインに適用され

る企業もなかった。また、中小企業再生支援協議会に持ち

込んだ案件もありませんでした。 

・今後も企業再生の各種手法の勉強会を重ね、また、中小企

業再生支援協議会との情報交換を行い、情報収集に努めた

い。 

添付資料  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

1. 事業再生・中小企業金融の円滑化 

（３）事業再生に向けた積極的取組み 

  ②再生支援実績に関する情報開示の拡充、再生ノウハウ共

有化の一層の推進 

取組方針 

及び目標 

 企業再生の各種手法の習得をはかり、再生支援実績を作り上

げていきたい。 

計画 

（目標設

定を含む） 具体的 

取組策 

・企業再生の各種手法の勉強会をする。（融資部トレーニーも

含む） 

・中小企業再生支援協議会の実務者連携会議に出席して、他行、

他金庫との情報交換を行い再生支援のノウハウを習得した

い。 

17 年度上期 

・融資トレーニー（5 日間）の中で企業再生の各種手法につい

て勉強する。トレーニー終了後参加者が営業店で勉強会を開

く。 

・中小企業再生支援協議会の実務者連携会議に 17 年 4 月、8 月

（2回）、出席し、再生支援の勉強をした。 

下期 

・融資トレーニー（5 日間）の中で企業再生の各種手法につい

て勉強する。トレーニー終了後参加者が営業店で勉強会を開

く。 

・中小企業再生支援協議会の実務者連携会議に 18 年 4 月、8月

（2回）出席し、再生支援の勉強をした。 

・該当先を見つけて前向きに対応していく。 

18 年度上期 

・融資トレーニー（5 日間）の中で企業再生の各種手法につい

て勉強する。トレーニー終了後参加者が営業店で勉強会を開

く。 

・中小企業再生支援協議会の実務者連携会議に出席する。 

・該当先を見つけて前向きに対応していく。 

下期 

・融資トレーニー（5 日間）の中で企業再生の各種手法につい

て勉強する。トレーニー終了後参加者が営業店で勉強会を開

く。 

・中小企業再生支援協議会の実務者連携会議に出席する。 

・該当先を見つけて前向きに対応していく。 

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・同上 

推進態勢 
・融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・再生支援対象先 20 社に対する各営業店の再生支援進捗状況

より、大きな成果はなかったが資産の健全化、債務の圧縮等

に成功した企業も何社かあり、当金庫の経営相談・コンサル

ティング機能が、少しは貢献したものと思われる。引き続き、

再生支援に努力したい。 



 18年4月～18年9月の

進捗状況 

・現状においては、融資部において再生支援対象先 20 社に対

し、ある程度再生支援の取組み方針を決めて取り組んでおり

ますが、今のところは成果があまり見られない。また、私的

整理・法的整理においての再生実績はなく、特色ある事例と

して公表することはできない。 

18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針等を含

む） 

・今後は、企業再生の各種手法の習得をはかり、また、顧客と

のコミュニケーションを大切にし、再生支援実績を作り上げ

ていきたい。 

添付資料  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

1. 事業再生・中小企業金融の円滑化 

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進 

  ①担保・保証に過度に依存しない融資の推進 

取組方針 

及び目標 

 担保価値の変動による影響を緩和し、資金提供の安定化が

期待できる CF を重視した融資の推進をはかる。また、中小

企業の売掛金に注目した融資制度推進を行い、貸出余力拡大

をはかる。 

信用リスクデータの整備。 計画 

（目標設

定を含む） 

具体的 

取組策 

・企業を評価する物差しとして必要な CF の手法について庫

内研修を実施する。また、毎月行う融資部による融資トレ

ー二においても CF の手法を取上げる。 

・試行中の企業格付システムを完全なものにして融資審査面

でも活用していく。 

・売掛債権担保融資制度（保証協会利用）の推進。 

17 年度上期 

・融資トレーニー（5日間）の中で CF の手法について勉強す

る。 

・企業信用格付の精度の向上。 

下期 

・融資トレーニー（5日間）の中で CF の手法について勉強す

る。 

・企業信用格付の精度の向上。 

18 年度上期 

・融資トレーニー（5日間）の中で CF の手法について勉強す

る。 

・企業信用格付の精度の向上。 

（18 年 8 月、10 月企業信用格付の勉強会を行う。） 

下期 

・融資トレーニー（5日間）の中で CF の手法について勉強す

る。 

・企業信用格付の精度の向上。 

・企業格付の勉強会を継続して行う。 

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・同上 

推進態勢 ・融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・CF の手法に関してはある程度知識の習得はできたと思われ

ます。 

・企業信用格付においては、自己査定との整合性は向上した。

・売掛債権担保融資制度については概ね順調に推移しており

ます。平成 17 年度、累計額で 24 件、202 百万円実行する。

（18 年度は、8月現在で 5件 35 百万円と低迷している。）

・財務制限条項を活用した取扱はなかった。 



 18年4月～18年9月の

進捗状況 

・企業信用格付（SSC）においては、整合性が 74%（2005 年

度）他の格付との整合性、また、当格付（SSC）の信頼性

の検証を行っています。そして、融資審査に活かしたいと

思っております。 

・旧工場購入と機械設備資金 12 億円に対し、商工中金、当

金庫、足利銀行とシ・団結成し対応する。 

・売掛債権担保融資制度 創設以来の累計 57 件 348 百万

円（18 年 8 月末）。 

・自己査定、内部格付（SSC）、外部格付（SDB）を利用して、

格付けランク別一般貸出プライシングガイドラインを作

成した。 

18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針等を含

む） 

・貸出後の業況把握の為に支店長は 2,000 万円以上の顧客を

月に一回のペースで訪問し、取引先トップとのコミュニケ

ーションを図り実態把握に努力しております。そして、

「目利き力」を活かした融資推進（与信判断）を継続して

いきたい。 

・企業格付を本格導入できる様に信頼性を早急に高め、融資

審査に活かしたい。 

添付資料  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

１. 事業再生・中小企業金融の円滑化 

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進 

  ②中小企業の資金調達方法の多様化 

取組方針 

及び目標 

 物的担保に依存しない売掛債権担保融資保証制度を積極

的に取上げ社会的認知度を高めていきたい。 

債権の流動化・証券化については知識の習得を図っていきた

い。 計画 

（目標設

定を含む） 
具体的 

取組策 

・売上債権担保の問題点は取引先からのイメージが悪く積極

的に PR し業務推進していきたい。 

・売上債権の流動化・証券化においては、今後の取扱いに向

けて信用リスクデータベースの構築を図っていきたい。 

17 年度上期 

・企業再生の各種手法の勉強会を融資トレーニーにて行っ

た。 

・企業信用格付の精度の向上をはかる。 

・売掛債権担保融資保証制度を全店あげて取組む。 

下期 

・企業再生の各種手法の勉強会を融資トレーニーにて行っ

た。 

・企業信用格付の精度の向上をはかる。 

・売掛債権担保融資保証制度を全店あげて取組む。 

18 年度上期 

・企業再生の各種手法の勉強会を融資トレーニーにて行っ

た。 

・企業信用格付の精度の向上をはかる。 

・売掛債権担保融資保証制度を全店あげて取組む。 

下期 

・企業再生の各種手法の勉強会を融資トレーニーにて行っ

た。 

・企業信用格付の精度の向上をはかる。 

・売掛債権担保融資保証制度を全店あげて取組む。 

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・同上 

 

推進態勢 
・融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・企業信用格付の精度の向上に努力しております。 

・売掛債権担保融資保証制度については、支店ごとにばらつ

きはありますが、前年度と比較しても概ね順調に推移して

おります。 

 18年4月～18年9月の

進捗状況 

・企業信用格付の精度の向上に努力しております。 

・ 売掛債権担保融資保証制度については、支店ごとにばら

つきはありますが、前年度と比較しても概ね順調に推移

しております。 

・旧工場購入と機械設備資金 12 億円に対し、商工中金、当

金庫、足利銀行とシ・団結成し対応する。 



18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針等を含

む） 

・中小企業の資金調達の多様化を図る事に証券化は有効であ

るが、当金庫の取引先（小規模・零細企業）の中にそれに

該当する企業はない。現状においては、積極的に売掛債権

担保融資保証を推進し、債権の証券化・DES 等の企業再生

手法を習得していきたい。 

添付資料  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化 

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 

 

取組方針 

及び目標 

 健全で適切な業務運営を確保するため与信取引に関し、健全

かつ適切な業務の運営を確保するため、重要な事項の顧客への

説明態勢を整備する。また、「たてしん企業理念」達成に向け、

コンプライアンス体制の徹底を図っていく。 

計画 

(目標設定

を含む） 
具体的 

取組策 

・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」を制定し平

成１７年度中に整備し実施する予定。また、実効性を確保す

るために内部監査等の牽制機能の充実を図っていく。 

・相談苦情処理機能の強化については、引き続き営業店、本部

にコンプライアンス担当者を任命配置し、記録簿を判定し案

件すべて本部報告とし解決策を話し合い解決に向け推進して

いる。 

17 年度上期

・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」（案）を作

成した。 

・毎月コンプライアンス検査報告書を各部、各営業店とも監査

部に提出している。 

下期 

・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」を制定し、

営業店に対して説明会等を行い、体制を整備して実施する予

定。 

・四半期ごとに（１・４・７・１０月）各部、各営業店とも「コ

ンプライアンスチェックリスト」、「コンプライアンス実践項

目チェック表」をコンプライアンス統括部の総務部へ提出し

ている。 

18 年度上期

・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」を遵守して

いるか、内部監査等の牽制機能の充実を図っていく。 

・四半期ごとに副部長以下の全職員に「コンプライアンス実践

項目チェック表」を義務付けている。 

下期 
・上期取組みを継続していく。 

 

実施スケ

ジュール 

（参考） 

19 年度以降

・１９年度以降も上期取組みを継続し、一層強化させていく方

針。 

 

推進態勢 

・顧客への説明態勢の整備としては、「与信取引に関する顧客へ

の説明態勢に係る規則」を制定、本規則に基づいて健全な業

務の運営を行うため、研修その他の体制の整備・充実を図っ

ていく。また、実効性を確保するために内部監査等の牽制機

能の充実を図っていく。 

・相談苦情処理機能の強化については、これまでの施策「コン

プライアンス検査報告書」、「コンプライアンスチェックリス

ト」、「コンプライアンス実践項目チェック表」を中心とし、

コンプライアンス体制の徹底を図り相談、苦情についてもす

みやかに解決できる体制を作っていく。 



17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」を作成し、

１８年４月に営業店に対して取扱い説明会を実施した。 

・毎月コンプライアンス検査報告書を各部、各営業店とも監査

部に提出している。 

・各部及び各営業店の「コンプライアンスチェックリスト」、「コ

ンプライアンス実践項目チェック表」をコンプライアンス統

括部の総務部へ提出した。 

 
18年 4月～18年 9月の

進捗状況 

・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」を作成し、

１８年４月に営業店に対して取扱説明会を実施し、５月に制

定した。 

・４月から６月の各部及び各営業店の「コンプライアンスチェ

ックリスト」、「コンプライアンス実践項目チェック表」をコ

ンプライアンス統括部の総務部へ７月に提出した。 

18年 9月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針等を含

む） 

・17 年上期に「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」

（案）作成したので、下期に制定し営業店に対して説明会等

を行い、体制を整備していく予定であったがその内容が信用

金庫取引約定書関係の改正と関連するものであり、その関連

書類の完成を待っていたので遅れたが、１８年４月に各営業

店に対して取扱説明会を実施し、５月に制定した。 

・毎月コンプライアンス検査報告書を各部、各営業店とも監査

部に提出していることと、四半期ごとに「コンプライアンス

チェックリスト」、「コンプライアンス実践項目チェック表」

を提出していることで、コンプライアンスに対する意識が向

上している。 

添付書類  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（１７年４月～１８年９月）】 

館林信用金庫 

項目 
１．事業再生・中小企業金融の円滑化 

 （６）人材の育成 

取組方針 

及び目標 

 各部・各営業店の融資役席者、渉外担当者を目利き力養成

講座・融資渉外講座・融資審査管理講座等に派遣し、支援ス

キルの向上を図っている。 計画 

(目標設定

を含む） 具体的 

取組策 

 これまでも、目利き力養成講座・融資渉外講座・財務講座

等各種の外部研修に職員を毎年定期的に派遣していました

が、今後も人選しながら、計画的に企業再生・経営支援能力

向上を目指し派遣していく予定です。 

17 年度上期 

 

 

下期 

・地域密着型金融を推進するためにも、人材の育成は必須で

あり、これまでどおり下記講座等に派遣し、人材育成を図

ってきました。 

・目利き力養成講座 3 名派遣 ・支店長講座 1 名派遣 

・融資審査管理講座 1 名派遣 

・財務講座     3 名派遣      計 10 名派遣 

・融資渉外講座   2 名派遣 

18 年度上期 

下期 

・下記講座等に引続き派遣し、人材育成を図っていく方針です。 

  ・目利き力養成講座      ・支店長講座 

 ・融資渉外講座        ・窓口法務講座 

 ・総合リスク管理講座     ・財務講座 

 ・内部監査実践講座 

実施スケ

ジュール 

（参考） 

19 年度以降 
・上記講座等に引続き派遣し、人材育成を図っていく方針です。

推進態勢 

・今後も引続き、地域密着型金融を効果的かつ効率的に推進

していくために、融資担当者、渉外係を中心に中小企業支

援スキル向上を目的とした各種研修に派遣し、人材育成を

図っていく方針です。 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

 

・群信協主催、融資審査管理講座、目利き力養成講座、財務

講座、窓口法務講座に 10 名派遣、全信協主催、融資渉外講

座他に 6名派遣、計 16 名 派遣済みである。 

 

18 年 4 月～18 年 9

月の進捗状況 

 

・18 年 4 月～9 月までに実施スケジュール通り各種研修に派

遣しました。群信協主催、窓口法務講座 1 名、財務講座 1

名、全信協主催、融資渉外講座 1名、総合リスク管理講座

1名、支店長講座 1名、計 6名派遣済みである。 

18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針等を含

む） 

 

・予定したとおり、群信協講座、全信協講座に派遣しており

年間の計画どおり推移している。今後も、各種講座に派遣

し、人材育成を図っていく方針です。 

 

 

添付書類  

備考  

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

２．経営力の強化 

（１）リスク管理態勢の充実 

①適切な自己査定及び償却・引当の確保 

取組方針 

及び目標 

自己査定と検査結果の格差や要追加償却・引当額の乖離が無

くなるように適切な自己査定や償却・引当が確保出来るよう取

組む。 

担保評価精度については、評価額と実際の担保処分額との差額

（乖離）を検証することにより向上させる。 

計画 

(目標設定

を含む） 

具体的 

取組策 

・「金融検査マニュアル」「資産査定基準」「資産査定の手引き」

についての事務説明会や研修会を行う。 

・評価精度の検証については、１５年度下期から営業店に義務

付けた「不動産担保売却報告書」により検証する。 

17 年度上期 
・毎月営業店から報告されている「不動産担保売却報告書」に

より評価額と担保処分額との乖離を検証している。 

下期 

・毎月営業店から報告されている「不動産担保売却報告書」に

より評価額と担保処分額との乖離を検証していく。 

・資産査定説明会及び研修会を実施し、さらに随時個別指導を

行っていく。 

18 年度上期 
・毎月営業店から報告されている「不動産担保売却報告書」に

より評価額と担保処分額との乖離を検証していく。 

下期 

・毎月営業店から報告されている「不動産担保売却報告書」に

より評価額と担保処分額との乖離を検証していく。 

・資産査定説明会及び研修会を実施し、さらに随時個別指導を

行っていく。 

実施スケ

ジュール 

（参考） 

19 年度以降 

・１９年度以降も継続し、資産査定説明会及び研修会を実施し、

さらに随時個別指導を行っていく。 

 

推進態勢 

融資部 

資産監査部署が営業店に対して説明会及び研修会を実施し、さ

らに随時個別指導を行っていく。 

17 年 4 月～18 年 9 月  

の進捗状況 

「不動産担保売却報告書」により評価額と担保処分額との乖離

を確認している。 

①「１７年度自己査定の留意点」②「自己査定の手順書」、③

「平成１７年度自己査定システム」を営業店に送付し自己査定

の進捗状況により個別指導を実施した。 

 

 

 

 

18年 4月～18年 9月の

進捗状況 

「不動産担保売却報告書」により評価額と担保処分額との乖離

を確認している。 

 



18 年 9月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針等を含

む） 

「不動産担保売却報告書」により評価額と担保処分額との乖離

を確認しているが個々の物件について内容が異なるため、難し

い状況である。 

自己査定の説明会について実施予定でしたが、日程の都合上実

施出来なかったため「１７年度自己査定の留意点」、「自己査定

の手順書」、「平成１７年度自己査定システム」を営業店の送付

し、さらに営業店による自己査定の進捗状況により個別指導を

実施したため、適切な自己査定及び償却・引当が出来た。 

添付書類  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

２．経営力の強化 

（１）リスク管理態勢の充実 

  ②市場リスク管理態勢の検証 

取組方針 

及び目標 

・有価証券のＢＰＶは野村ボンドミスを利用。 

・リスクリミットの設定については収益を睨みながらリスクテ

イクするものであり業界平均等を参考にしながら検討した

い。 

・新ＢＩＳの採用に合わせた取り組みが必要と考える。 

計画 

(目標設定

を含む） 

具体的 

取組策 

・信金中金及び有価証券管理委託先の野村ボンドミス等より 

 情報入手しながら対応を図っていく。 

17年度上期 
・新ＢＩＳの勉強。 

・銀行勘定全体のリスク量算出は現状システムでよいか見極め。

下期 
・同上 

 

18年度上期 
・有価証券の新ＢＩＳ基準について検討する。 

 

下期 
・同上 

・共同事務センターＡＬＭシステムの導入。 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19年度以降 

・上記取組みを継続し、リスク管理の高度化を図っていく。 

推進態勢 
・経理部を中心に、融資部、事務部の協力態勢。 

・信金中金の協力を仰ぐ。 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・有価証券のリスクリミットを 17 年 9 月 1 日より適用。 

・銀行勘定全体のリスク量算出は現状システムでよいか見極め

を実施。  

 18年 4月～18年 9月 

の進捗状況 

・共同事務センターＡＬＭシステム導入手続きの実施。 

18 年 9 月までの進捗状に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの

成果、今後の課題に対する

対応方針等を含む） 

・新ＢＩＳの採用に合わせた取り組みが必要であり、信金中金 

 及び有価証券管理委託先の野村ボンドミス等より情報入手し

ながら対応を図っていく。 

・共同事務センターＡＬＭシステムによるリスク管理の高度化

を図っていく。 

添付書類 
 

備考 
 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

２．経営力の強化 

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上 

① 管理会計の整備及びこれを活用した業績評価の結果に

基づく業務の再構築 

取組方針 

及び目標 

・管理会計の整備により収益意識の高揚が図れるようにする。

・各店舗が量より質への意識改革をし収益体質の強化を図る。

 計画 

(目標設定

を含む） 具体的 

取組策 

・業績評価の方法の検討 

  従来は一人当たり利益伸び額を収益評価としていた。 

  今後は評価項目を増加し収益面での総合業績評価が出来

る態勢を検討する。 

17 年度上期 
・店別独立採算制度取扱要領の制定（改正）。 

 

下期 
・同上 

 

18 年度上期 
・収益管理態勢の定着を図り、業務改善の一助にする。 

 

下期 
・同上 

 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・上記取組みを継続し、一層強化させていく方針。 

 

推進態勢 
・経理部が主体になり取り組みますが、作成過程においては他

の部の意見、協力を仰ぎながら推進する。 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・各支店別独立採算制度取扱要領を 17 年 9 月 15 日制定。 

 

 18 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・各店舗が自店の経営効率、資金効率等を把握することによる

業績の向上、原価意識の高揚等を図る。 

18 年 9 月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・収益管理態勢の定着を目的とし、各店舗が自店の経営効率、

資金効率等を把握することによる業績の向上、原価意識の高

揚等を図り収益体質の強化を図る。 

 

添付書類  

備考  

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

２. 経営力の強化 

（２）収益管理態勢に整備と収益力の向上 

  ②信用リスクデータの蓄積 

取組方針 

及び目標 

 企業格付けを行い、その結果より得られる中小企業の財務

データの蓄積を行い、企業への貸出レーティングの適正化や

貸出審査の迅速性が行えるように、企業格付けシステムの本

格的導入を急ぎたい。 計画 

（目標設

定を含む） 
具体的 

取組策 

・現在試行的に行っている、企業信用格付「（株）しんきん情

報システムセンターロジック」（SSC）の登録企業数の増加

と自己査定の債務者区分との整合率を高め精度を上げる。

そして、信用リスクデータベースの整備そして活用できる

状態にしたい。 

17 年度上期 
・SSC 企業信用格付の手順に従い、第一次格付け、最終格付

を 8月までに終了する。 

下期 

・9 月までに実績デフォルト率データ還元、ポートフォリオ

分析、プライシングシミュレーション、を行ったが信頼性

に欠ける。（2004 年度） 

18 年度上期 

・SSC 企業信用格付（2005 年度）は 74%向上した。 

・自己査定、企業格付（SSC）、外部格付（SDB）を利用して格

付ランク別プライシングガイドラインを作成した。 

・企業信用格付の勉強会を行う。 

下期 

・企業信用格付の勉強会を行う。 

・融資商品を企画したい。 

・外部格付（SDB）を利用して、個人事業主の信用リスクデー

タの蓄積を本格化したい。 

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・同上 

推進態勢 
・融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・信用リスクデータ（法人先）は計数化できた。還元データ

の信頼性については、少しは向上したと思われる。 

 18 年 4 月から 18 年 9 月

の進捗状況 

・簡易な方法で信用リスク（EL、UL）の計測を行い、企業格

付（SSC）、外部格付（SDB）、自己査定を利用して、プライ

シングガイドラインを作成した。 

18 年 9 月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・現状では信用リスク管理の高度化には対応できない。今後

は自己査定への活用、格付別デフォルト率算出、信用リス

クの計測、経営管理、融資商品の開発に活用できる状態に

早くしたい。 

・今後は、個人事業主の信用リスクデータの蓄積を図りたい。

添付資料  

備考  

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

 

項 目 

 

２. 経営力の強化 

（２）収益管理態勢の整備とＶＣ収益力の向上 

  ③金利設定のための内部基準の整備等 

取組方針 

及び目標 

 企業格付を行い、その結果より得られる中小企業の財務デ

ータの蓄積を行い、企業への貸出レーティングの適正化や信

用リスクの計測、与信ポートフォリオモニタリング等経営管

理への活用が出来るように企業格付システムの本格導入を

急ぎたい。 計画 

（目標設

定を含む） 

具体的 

取組策 

・現在試行的に行っている、企業信用格付「（株）しんきん

情報システムセンターロジック」（SSC）の登録企業数の増

加と自己査定の債務者区分との整合率を高め精度を上げ

る。そして、信用リスクデータベース（SDB）の整備そし

て活用できる状態にしたい。 

17 年度上期 
・SSC 企業信用格付の手順に従い、第一次格付け、最終格付

を 8月までに終了する。 

下期 

・9 月までに実績デフォルト率データ還元、ポートフォリオ

分析、プライシングシミュレーション、を行ったが信頼性

に欠ける。 

18 年度上期 

・SSC 企業信用格付（2005 年度）は 74%向上した。 

・自己査定、企業格付（SSC）、外部格付（SDB）を利用して

格付ランク別プライシングガイドラインを作成した。 

・企業信用格付の勉強会を行う。 

下期 

・企業信用格付の勉強会を行う。 

・融資商品を企画したい。 

・外部格付（SDB）を利用して、個人事業主の信用リスクデ

ータの蓄積を本格化したい。 

実施ｽｹ ｼ ﾞ 

ｭｰﾙ 

（参考） 

19 年度以降 

・同上 

推進態勢 ・融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・信用リスクデータ（法人先）は計数化できた。還元データ

の信頼性については、少しは向上したと思われる。 

 18 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・簡易な方法で信用リスクの計測を行い、企業格付（SSC）、

外部格付（SDB）、自己査定を利用して、プライシングガイ

ドラインを作成した。 

18 年 9 月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・現状では信用リスク管理の高度化には対応できない。今後

は自己査定への活用、格付別デフォルト率算出、信用リス

クの計測、経営管理、融資商品の開発に活用できる状態に

早くしたい。 

・今後は、個人事業主の信用リスクデータの蓄積を図りたい。

添付資料  

備考  

 



 （別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 
２．経営力の強化 

 （３）ガバナンスの強化 

取組方針 

及び目標 

・情報開示については、引続き年 2 回のディスクロージャー

誌により対応していく。 

・総代会機能向上策については、全信協がとりまとめる総代

会機能向上策をもとに検討していく。 

・会員、地域、顧客、預金者、職員といった幅広い利害関係

者に配慮した経営を行い、社会的に評価される金融機関を

目指していく。 
計画 

(目標設定

を含む） 

具体的 

取組策 

・ディスクロージャー誌により、半期開示を引続き実施して

いく。また、これまでどおり対前年度比の計数を中心とし

て、半期ごとの開示を行っていく。 

・総代会において、総代以外の会員の意見を発表している。

今後も総代以外の会員の意見を収集し発表していく。 

・社会的に評価される金融機関を目指すためにも、人材の確

保育成を図る。 

17 年度上期 

 

下期 

・ディスクロージャー誌により、情報開示を実施済。 

・総代会において、総代以外の会員の意見を収集し、総代会

にて発表し経営に取り入れました。 

・全信協がとりまとめた情報開示の必須事項をもとに、総代

会機能向上策を引続き検討していく。 

・企業の将来性・技術力等を適格に評価できる人材育成のた

め、目利き力養成講座等各種研修に派遣しました。 

18 年度上期 

下期 

・ディスクロージャー誌により、情報開示を実施済。 

・総代会において、総代以外の会員の意見を収集し、総代会

にて発表し経営に取り入れました。 

実施スケ

ジュール 

（参考） 

19 年度以降 

・上記取組みを継続し、ガバナンスの強化を目指していく。

 

推進態勢 

・会員、地域、顧客、預金者、職員といった利害関係者の

期待に応じるためにも、役職員一丸となって当金庫がなす

べき事を実践していく。また、経営トップの方向性を役員

と本部スタッフが実現にむけた施策を立案し、本部・営業

店が施策を実践していく。 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

 

 

・8 月・11 月ディスクロージャー誌により、情報開示しまし

た。 

・総代会において、総代以外の会員の意見を収集し、総代会

にて発表を行いました。 

 
18年 4月～18年 9月 

の進捗状況 

・8月ディスクロージャー誌により情報開示しました。 



18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び今

後の課題（18 年 9 月まで

の成果、今後の課題に対す

る対応方針等を含む） 

 

・予定どおり、ディスクロージャー誌により情報開示し、総

代会において、総代以外の会員の意見の発表を行いました。

・今後の課題としては、総代会機能向上のために、さらに検

討していきます。 

添付書類 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

２．経営力の強化 

（４）法令遵守（コンプライアンス）態勢の強化 

  ①適切な顧客情報の管理・取扱いの確保 

取組方針 

及び目標 

・ 不祥事件等の発生の未然防止を図る観点から、本部・営業

店の職員に対して、年１～２度抜打ちの調査を実施し、法

令等遵守状況の点検強化を図る 

・ 経営上の最重要課題と位置づけ役職員に対しコンプライ

アンスに対する認識強化を図る 

計画 

(目標設定

を含む） 

具体的 

取組策 

・ 本部は副部長以下全員、営業店は支店長以下全員に対し、

私用・営業用の鞄、自家用車、営業車、机、ロッカー内等

の保管物の検証を、本部に対しては監査部を中心とした５

名編成で、営業店に対しては本部で構成する５組（１組２

名）で編成し、分担調査を実施する 

・ コンプライアンスマニュアルの改訂、見直しを実施する 

・ コンプライアンス研修会を実施する 

・ 営業店に対する巡回・指導を強化する 

17 年度上期 ・７月に本部・営業店の抜打ち調査を実施する 

下期 
・ コンプライアンスマニュアルを改訂する 

・ コンプライアンスに関する研修会を実施する 

18 年度上期 
・ 前年同様抜打ち検査を実施予定 

・ コンプライアンス・プログラムの見直しを行う 

下期 

・ コンプライアンスマニュアルの改訂作業を引き続き実施

する 

・ コンプライアンスに関する研修会を実施する 

・ 営業店に対する巡回・指導を強化する 

実施スケ

ジュール 

（参考） 

19 年度以降 

・ コンプライアンスマニュアルを改訂し、運用を開始する 

・ 以降も年１度は職員に対する抜打ち検査を実施する 

・ コンプライアンス・プログラムの見直しを行う 

・ 営業店に対する巡回・指導を強化する 

推進態勢 

・ 平成 19 年度を目処にコンプライアンスマニュアルの改定

を行い、運用を開始する 

・ 営業店に対する巡回により諸規程、事務通達等に従った業

務運営が行われているか点検・指導を実施する 

・ 本部・営業店職員の持ち物等に対する抜打ち調査を実施す

るとともにコンプライアンスの重要性を十分理解させ、お

客様との信頼関係を築くことを最重要課題とする 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

 

 

・各部店職員に対し、抜打ち調査を実施した。 

・ 役員及び各部店長を対象とし、コンプライアンス研修を実

施した。 

・コンプライアンスマニュアルの改定作業に着手した。 

・役職員全員を対象に反社会的勢力への対応に関するビデオ

研修を実施した。 



 
18年 4月～18年 9月 

の進捗状況 

・役職員全員を対象に反社会的勢力への対応に関するビデオ

研修を実施した。 

・コンプライアンスマニュアルの改定作業に着手した。 

18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び今

後の課題（18 年 9 月まで

の成果、今後の課題に対す

る対応方針等を含む） 

 

・ 各部店職員に対する鞄、自家用車等の抜打ち調査では特に

持物に関する問題点は認められなかった。（営業店は平成

17 年 7 月 19 日（5店舗）・22 日（6店舗）の 2日間、本部

は平成 17 年 7 月 29 日に抜打ち調査を実施） 

・ 平成 18 年 2 月 14 日に役員及び各部店長を対象とし、コン

プライアンス研修を実施した 

・ 今後の課題は、コンプライアンスマニュアルの改定を行

い、役職員に対する認識強化を図ることであり、コンプラ

イアンスに対する研修体制の整備、及び営業店に対する巡

回による点検指導の強化により対応する方針である 

添付書類 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

                              館林信用金庫 

項目 

２．経営力の強化 

（４）法令遵守（コンプライアンス）態勢の強化 

  ②適切な顧客情報の管理・取扱いの確保 

取組方針 

及び目標 

・個人情報保護に関する安全管理態勢の整備及び実効性を確保

する。 

・個人情報保護に関する従業者の認識強化を図る。 

・個人情報の点検・監査体制を整備する。 

計画 

(目標設定

を含む） 
具体的 

取組策 

・個人情報保護に関する基本方針を整備する。 

・個人データの安全管理に係る諸規程を策定する。（各管理段

階毎に規程を策定） 

① 取得・入力段階における取扱規程の策定 

② 利用・加工段階における取扱規程の策定 

③ 保管・保存段階における取扱規程の策定 

④ 移送・送信段階における取扱規程の策定 

⑤ 消去・廃棄段階における取扱規程の策定 

・個人情報保護に関する点検及び監査規程を策定する。 

・個人情報保護に関する従業者研修を実施する。 

・個人情報保護に関する諸規程の運用状況について点検・監査

を実施する。 

17 年度上期 

・基本方針の整備 

① 個人情報の保護と利用に関する規程の策定 

② 個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）の策定 

③ 個人情報の収集、利用及び第三者提供に関する規程の策定

④ 雇用管理に関する個人情報の取扱規程の策定 

⑤ 個人情報の開示等に関する規程の策定 

⑥ 営業推進活動において金庫外に持出す情報資産等管理規程

の策定 

⑦ 外部委託に係る規程の策定 

⑧ 苦情処理規程の策定 

⑨ 個人情報漏えい事案等取扱規程の策定 

⑩ 個人情報漏えい事案等への対応手順書の策定 

・各規程等に関する説明会の開催 

下期 
・個人情報の諸規程の運用状況及び個人情報を含む顧客情報の

安全管理態勢についての点検、指導を実施する。 

18 年度上期 

・ 金庫内ランシステムを整備する。 

・ 上記に伴う、個人データの技術的安全管理措置を構築する。

・ 各部店への巡回により、個人情報保護に関する点検・指導

を実施する。 

実施スケ

ジュール 

下期 

・ 個人データの各段階における安全管理規程を整備する。 

・ 個人情報保護に関する点検及び監査に係る規程を整備す

る。 

・ 個人情報保護に関する点検・監査を実施する。 

（別紙様式２）



（参考） 

19 年度以降 

・個人情報管理態勢の実効性の検証による諸規程等の見直しを

図る。 

・各部店における個人情報安全管理態勢の点検・監査を実施す

る。 

推進態勢 

・個人情報保護委員会により個人情報保護に関する運用方針を

構築し、個人情報保護管理責任者及び個人情報管理者の管理

化の下、各部店の従業者に対し適切な指導を行なうことで個

人情報保護管理態勢の実効性確保に向けた体制整備をより

強固なものとする。 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・基本方針の取組みとして、個人データ取扱いに関する下記諸

規程等を策定した。 

① 個人情報の保護と利用に関する規程 

② 個人情報保護宣言（プライバシーポリシー） 

③ 個人情報の収集、利用及び第三者提供に関する規程 

④ 雇用管理に関する個人情報の取扱規程 

⑤ 個人情報の開示等に関する規程 

⑥ 営業推進活動において金庫外に持出す情報資産等管理規程

⑦ 外部委託に係る規程 

⑧ 苦情処理規程 

⑨ 個人情報漏えい事案等取扱規程 

⑩ 個人情報の漏えい事案等への対応手順書 

・ 上記規程等に関する説明会を開催した。 

・ 事務管理部の営業店への巡回により、規程の運用状況及び、

個人情報を含む顧客情報の安全管理態勢に対する点検、指

導を実施した。 

 

18 年 4 月～18 年 9 月

の進捗状況 

・ 個人データの安全管理措置の一環として、18 年 5 月に庫内

ランシステムが導入され一部稼動を開始した。 

・ 個人情報取扱い規程の中の「営業推進活動において金庫外

に持出す情報資産等管理規程」の見直しを行い、18 年 5 月

より運用を開始した。 

・ 営業店への巡回により、個人情報の諸規程及び業務連絡等

に従った適正な運用及び個人情報を含む顧客情報の安全管

理態勢についての点検、指導を実施した。 

18年 9月までの進捗状況

に対する分析・評価及び

今後の課題（18 年 9 月ま

での成果、今後の課題に

対する対応方針を含む） 

・ 実施スケジュールに従い、個人情報保護に関する基本規程

等を策定し、説明会を開催した。また、営業店に対する巡

回により、個人情報を含む顧客情報の安全管理態勢につい

ての点検・指導を行い、従業者に対する認識強化を図った。

・ 今後の課題としては、庫内ランの整備に伴い、個人データ

の安全管理に係る諸規程を早期に整備する。また、個人情

報保護に関する点検及び監査規程を策定の上、従業者に対

しての研修等を含め、より強固な個人情報保護の安全管理

態勢を構築する方針である。 

添付書類  

備考  

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】  

館林信用金庫 

項 目 
 ２．経営力の強化 

  （５）ＩＴの戦略的活用 

取組方針 

及び目標 

インターネットバンキング・モバイルバンキングは、利

用者にとっては「窓口や ATM に並ぶ必要がない」「振込みの

取引明細や残高を即時に照会できる」「手数料のインセン

ティブがある」などのメリットがあり、当金庫も事務コス

トを削減する手段として大いに有効なことから、既存顧客

並びに新規顧客の獲得に積極的に推進して行きます。当面

の目標を法人 50 先、個人 20 先確保に努めたい。 

計画 

(目標設定を

含む） 

具体的 

取組策 

営業店の渉外役席を対象とした勉強会を実施する。又、

決済ネットワークシステム『マルチペイメントネットワー

ク』（収納機関と金融機関をネットワークで結び、決済事務

を効率化するサービス）をインターネットバンキングに結

合し、顧客の利便性向上を図る。 

  ※サービス愛称は「Pay－easy（ペイジー）」 

17 年度上期 

   下期 

・インターネットバンキング利用見込先リストアップの見

直しを行い推進する。 

18 年度上期 

   下期 

・「Pay－easy（ペイジー）」との結合により利便性向上を図

り推進する。 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 
・継続的に同上を進める。 

推進態勢 

業務推進部を中心に、インターネットバンキング利用見

込先リストアップ表の見直しを行い推進する。 

事務部担当者が新規契約時に直接顧客に出向いてシステム

的サポートを行う。 

 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

 

インターネットバンキングにおける為替振込は、17 年 3

月比、総合振込で件数 668 件金額 767,282 千円、給与振込

で件数 1,940 件金額 203,010 千円の増加と良好に推移致し

ました。 

 

 

18 年 4 月～18 年 9 月 

   の進捗状況 

インターネットバンキングにおける為替振込は、18 年 3

月比、総合振込で件数▲64 件金額 150,721 千円、給与振込

で件数147件金額35,199千円の増加と良好に推移致しまし

た。 

18 年 9 月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後 

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対 

応方針等を含む） 

インターネットバンキングの取引先数は、法人 38 先（17

年 3 月比＋18 先）個人 20 先（17 年 3 月比＋7 先）です。

特に 17 年 6 月には、地元大手スーパーマーケットによる給

振契約、月平均約 1,350 件 130,000 千円の持込が大きく寄

与しました。なお、17 年 12 月には利用見込先リストアッ

プ表の見直しを行い法人 105 先、個人 26 先の抽出を行いま

した。また、18 年 5 月 15 日よりインターネットバンキン



グ（法人・個人）に公共料金や国庫金等の収納サービスを

提供する「ペイジー」を結合させ利便性向上を図っていま

す。今後は、当面の目標を法人 50 先、個人 30 先確保に向

けて推進して行きたいと思います。 

添付書類  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

                                                                館林信用金庫 

項目 

２．経営力の強化 

（６）協同組織中央機関の機能強化 

 

取組方針 

及び目標 

・信金中央金庫が分析した決算データ・経営効率分析表を有 

 効利用を検討し健全性確保、収益性の向上を図る。 

・銀行勘定全体のリスク量算出は現状システムでよいか検討 

 し、信金中央金庫ＡＬＭ分析システムを利用したリスク管理

の高度化を図る。 

計画 

(目標設定

を含む） 

具体的 

取組策 

・信金中央金庫との連携を一層強化し、必要に応じてアドバイ

スや情報提供支援を受ける。 

17 年度上期 
・平成 16 年度決算分析結果「経営効率分析表」を信金中央金

庫より受領。 

下期 
・市場業務研修参加。 

18 年度上期 
・平成 17 年度決算分析結果「経営効率分析表」を信金中央金

庫より受領。 

下期 

・ＡＬＭ実務研修参加。 

・バーゼルⅡに対応した新ＢＩＳ及び統合リスク管理の説明を

受ける予定。 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・決算分析、ＡＬＭ支援、有価証券ポートフォリオ分析の経営

相談機能の活用。 

推進態勢 
・経理部を中心に、融資部、事務部の協力態勢。 

・信金中央金庫の協力を仰ぐ。 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・平成 16 年度決算分析「経営効率分析表」を 17 年 9 月 22 日

付けにて詳細版を受領。 

・平成 18 年 3 月 投信窓販業務の情報提供を受ける 

 

 

18 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・平成 18 年 8 月統合リスク管理に対応するための新ＡＬＭシ

ステムの情報提供を受ける。 

18年9月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・分析結果においては、資金運用利回りが地区別平均及び規模

別平均と比較すると低く、収益性を意識した運用が課題。 

・銀行勘定全体のリスク量算出は現状システムでよいか検討 

 し、信金中央金庫ＡＬＭ分析システムを利用したリスク管理

の高度化を図る。 

添付書類  

備考  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式２） 
 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

３．地域の利用者の利便性向上 

 （１）地域貢献等に関する情報開示 

   ①地域貢献に関する情報開示 

取組方針 

及び目標 

 地域経済活性化の手段としての資金供給については、市

町村・保証協会・群馬県との連携により積極的に推進し、

地域の要望に対しては新商品等の開発提供により活性化を

図る。 

「地域のお金は地域に還元」とする取組方針とし、地域の

ための役割りを担う。 計画 

(目標設定を

含む） 

具体的 

取組策 

「地域のお金は地域に還元」とする「小口多数主義」を

原則とし、小口資金・館林市経営安定化対策資金・独自商

品である夏季・冬季特別融資の継続的な提供、売掛債権担

保融資保証制度等積極的な推進活動の実施。 

地域利用者への情報開示についても重要であると位置づけ

ているので内容についても容易に理解でき活かされる充実

したものの提供を図っていく。 

17 年度上期 ・積極的な推進活動による地域利用者への支援。 

下期 ・積極的な推進活動。 

18 年度上期 
・17 年度実施した融資商品を継続的に推進し、更なる地域

経済の活性化を図る。 

下期 ・積極的な推進活動。 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・上記取組みを継続し、一層強化させて行く方針。 

推進態勢 
・業務推進部 

・融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・17 年度の実績として、小口資金 92 件 539 百万円、県・小

 規模企業事業資金 85 件 338 百万円、その他の制度融資 33

 件 235 百万円、売掛債権担保融資 24 件 213 百万円ありま

した 

・１８年度上期実績として小口資金 35 件 228 百万円、県 

 ・小規模企業事業資金 43 件 181 百万円、その他の制度融

資 17 件 177 百万円、売掛債権担保融資 5 件 39 百万円あ

りました。 

  
18 年 4 月～18 年 9 月 

   の進捗状況 

・18 年度上期の実績として小口資金 35 件 228 百万円、県・

 小規模企業事業資金 43 件 181 百万円、売掛債権担保融資

 5 件 39 百万円、夏季特別融資 16 件 50 百万円、その他の

 制度融資 17 件 177 百万円ありました。 

18 年 9 月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後の

課題（18 年 9 月までの成果、

今後の課題に対する対応方

針等を含む） 

・地域の制度融資においては地元商工会議所、市町村と連

携を強固にし積極的な推進活動、小口多数主義を徹底し

 順調に推移している。今後においても地域貢献に徹し更

なる推進を行う。 

添付書類  

備考  

                                 



（別紙様式２） 

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

３．地域の利用者の利便性向上 

 （１）地域貢献等に関する情報開示 

   ②充実した分かりやすい情報開示の推進 

取組方針 

及び目標 

 情報開示の充実に向けた取組みを積極的に行い、ディスク

ロージャー誌、ホームページ掲載内容の増加・改善を行い、

分かりやすい充実した情報提供を行う。 

 

 

 

計画 

(目標設定を

含む） 

具体的 

取組策 

・地域住民とのコミュニケーションをさらに強化し、継続的

に開示方法や開示内容の改善・充実を図る。 

・創立８０周年で役職員によるバザーを開催し社会的貢献を

強化する。 

 

17 年度上期 
・役職員によるバザー開催。 

・継続的な取組みを実施。 

下期 
・継続的な取組みを実施。 

 

18 年度上期 
・継続的な取組みを実施。 

 

下期 
・継続的な取組みを実施。 

 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・地域の利用者の意見等積極的に取り入れ改善・充実を図る。

推進態勢 
・業務推進部 

・事務部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・社会的貢献の一環として 17 年 6 月 19 日役職員によりバザ

ー開催し売上金を館林市に寄付をしました。 

・18 年度上期においては事業を実施しませんでした。 

  
18 年 4 月～18 年 9 月 

  の進捗状況 

・ディスクロージャー誌、ホームページ掲載内容を更に増加

充実させ、わかりやすい情報提供を行っております。 

18年 9月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・バザー開催により地域の人々とコミュニケーションが更に

 深まり地域金融機関として一段と信頼を深めた。また、一

部店舗において店周の道路清掃を毎月 1 回実施しておりま

す。 

今後も情報開示により地域に積極的に情報提供し地域貢献

を図っていく方針です。 

添付書類 
 

 

備考 
 

 

 

 

 



 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 

３．地域の利用者の利便性向上 

 （３）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の

確立 

取組方針 

及び目標 

地域の利用者に対し、資金の融資のみならず、情報提

供・ノウハウの提供・経営相談等においても積極的に対応

していく。商工会議所、商工会との連携により、さらなる

地域密着を図り地域のために支援していく。 

計画 

(目標設定を

含む） 
具体的 

取組策 

・職員個々の理解浸透・意識醸成を図り、地域の利用者に

対して利便性の向上及び積極的な支援活動の実施。 

・資金融資を中心とした活動にとどまらず、余資の運用等

地域の利用者のニーズにあった適切なアドバイス等積極 

的に支援していく。 

・個人向けには、リバース・モーゲージの発売や年中無休

のアゼリアモール出張所を開設、相談業務を強化する。 

17 年度上期 

・リバース・モーゲージ「快適人生」を創設し新聞への記

事掲載やチラシ折込等で地域住民へＰＲを行う。 

・館林つつじの里ショッピングセンター内にアゼリアモー

ル出張所を開設し、土・日・祭日営業、毎日 19：15 分ま

で住宅ローンや各種ローン、年金等の相談業務を主体とし

て、地域利用者の利便性を向上する。 

下期 
・積極的な支援活動の推進。 

 

18 年度上期 
・積極的な支援活動の推進。 

 

下期 
・積極的な支援活動の推進。 

 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・利用者に対してより貢献度の高い支援活動の推進。 

推進態勢 ・業務推進部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・17 年度アゼリアモール出張所の状況は住宅ローン 4件 

 62 百万円、個人ローン 14 件 20 百万円、年金保険一括 

 契約 2件 8百万円、年金相談者 35 名ありました。 

・18 年度上期は住宅ローン相談 18 件 340 百万円、個人ロ

ーン 12 件 12 百万円、個人向け国債販売 2件 8百万円、

 年金獲得 2件ありました。 

  
18 年 4 月～18 年 9 月 

  の進捗状況 

・18 年度上期、住宅ローン相談 18 件 340 百万円あり 4件

 70 百万円の融資実行ができました。個人ローンにおいて

も 12 件 12 百万円、個人向け国債販売 2件 8百万円、年

金獲得 2件あり地域顧客に利便性を推進した。 

（別紙様式２）



18年 9月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後

の課題（18 年 9 月までの成

果、今後の課題に対する対

応方針等を含む） 

・ アゼリアモール出張所において融資案件受付は、住宅

ローン 22 件 402 百万円、個人ローン 26 件 32 百万円、

年金相談者 22 名、年金保険一括契約 2件 8百万円、個

人向け国債販売 2 件 8 百万円で地域顧客の利便性を推

進しました。 

・ 高齢者を対象としたリバース・モーゲージは更なる推

進により地域の人々に理解され成約できるよう推進す

る。 

・年中無休のアゼリアモール出張所、土・日営業の板倉ニ

ュータウン出張所においては、ＰＲ活動と住宅ローンを

 推進し更なる業務を強化する。 

添付書類 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（別紙様式２）

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 
３．地域の利用者の利便性向上 

 （４）地域再生推進のための各種施策との連携等 

取組方針 

及び目標 

 地公体・商工会議所・商工会との連携による地域再生へ

の取組みとして、適切な資金提供、情報提供などの継続支

援及び積極的な推進活動の実施。 

 計画 

(目標設定を

含む） 
具体的 

取組策 

 地域再生には地公体・商工会議所・商工会との連携強化

により、地域の活性化、支援推進を図り、資金の円滑な提

供と事業の発展に寄与する。 

地元商工会議所との連携強化の一環で、同会議所会員向事

業資金「たてしんビジネスローン」を制度化し提供する。

17 年度上期 
・積極的な取組み、支援活動の推進。 

 

下期 

・地元商工会議所会員向け「たてしんビジネスローン」を

創設し県・館林市の制度融資と共に活用、支援する。 

 

18 年度上期 
・積極的な取組み、支援活動の推進。 

 

下期 
・積極的な取組み、支援活動の推進。 

 

実施スケジ

ュール 

（参考） 

19 年度以降 

・１７年度、１８年度の推進状況を把握し、積極的支援活

動の推進。 

推進態勢 
・ 業務推進部 

・ 融資部 

17 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・ 地元商工会議所会員向け「たてしんビジネスローン」を

17 年 10 月 1 日より取扱開始したが成約はありませんで

した。 

 

 

18 年 4 月～18 年 9 月 

の進捗状況 

・「たてしんビジネスローン」を地元商工会議所会員に対し

 積極的な推進活動を行ったが成約はありませんでした。

18 年 9 月までの進捗状況に

対する分析・評価及び今後の

課題（18 年 9 月までの成果、

今後の課題に対する対応方

針等を含む） 

・ 地元商工会議所会員向け商品であり、館林市の制度融資

及び県制度融資と共に積極的に取組み支援活動を推進

していく方針です。 

添付書類 
 

 

備考 
 

 

 

 

 

 

 



 
（別紙様式２）

 

【アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17 年 4 月～18 年 9 月）】 

館林信用金庫 

項目 
４．進捗状況の公表 

  

取組方針 

及び目標 

 地域金融機関として、地域のために、経済的、社会的貢献

を行っていくためにも、また会員や顧客より評価を受け信頼

を得るためにも、今後も常に情報を開示していく。 

 計画 

(目標設定

を含む） 
具体的 

取組策 

 引続き毎年、年2回ディスクロージャー誌を発行して行く。

なお、「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクショ

ンプログラムに基づく個別の取組み」の進捗状況について

は、ホームページに公表していく。 

 

17 年度上期 
・「地域密着型金融推進計画」を平成 17 年 8 月中にホームペ

ージに公表しました。 

下期 
・半期毎の上記進捗状況を、ホームページに公表しました。

 

18 年度上期 ・平成 18 年 8 月中にホームページに公表しました。 

下期 
・引続き半期毎の上記進捗状況を、ホームページに公表して

いく 

実施スケ

ジュール 

（参考） 

19 年度以降 

・地域金融機関として、地域のために経済的、社会的貢献を

推進し、常に情報を開示していく。 

推進態勢 

・毎年、9 月末、3 月末の対前年度末比および対前年同月比

の計数等は、半期毎のディスクロージャー誌により公表

し、「地域密着型推進計画の個別項目の進捗状況」につい

ては、引続きホームページに公表していく。 

17年 4月～18年 9月 

の進捗状況 

 

・8 月・11 月発行のディスクロージャー誌により、対前年度

末比および対前年同月比の計数等を公表しました。 

「地域密着型金融推進計画」についても、当金庫ホームペー

ジに公表しました。  

 

 
18 年 4月～18年 9月

の進捗状況 

・9 月末の対前年度末比および対前年同月比の計数等は、半

期毎のディスクロージャー誌により公表します。 

「地域密着型金融推進計画」についても、当金庫ホームペー

ジに公表しました。 

18 年 9 月までの進捗状況

に対する分析・評価及び今

後の課題（18 年 9 月まで

の成果、 

今後の課題に対する対応

方針等を含む） 

・計画どおりディスクロージャー誌を発行し、「地域密着金

融推進計画」についても、ホームページに公表しました。

今後も、地域のために経済的、社会的貢献を推進し、情報

を開示していく方針。 

 

添付書類  

備考  

 


